
2022 年度 第 26 回 定期総会のご報告          2022 年 8 月 21 日 
                            事務局長 加留部則彦 

美濃戸高原別荘地連絡会の活動につきましてご理解、ご協力を頂きまして厚く御礼申し
上げます。今年度定期総会は当初 8 月 7 日の会場開催としましたが新型コロナ禍の影響が
急拡大した為行政による行動制限はありませんが念の為会場開催を中止し昨年に引き続き
書面による議決とし、2022 年 8 月 15 日期限としてハガキ表決書をご提出いただきました。 
 その結果について下記の通りご報告いたします。 
  
  連絡会会員数         226 名  
  ８月 17 日消印ハガキ受領数   126 通 
   
  総会成立に要するハガキ数が会員数の過半数となり、総会は成立いたしました。 
  ご協力ありがとうございました。 
  

記 
 
  「審議の議案」 
  第 1 号議案 2021 年度（第 25 期）活動報告    賛成 126   反対 ０ 
  第 2 号議案 2021 年度（第 25 期）決算報告    賛成 126   反対 ０ 
  第 3 号議案 2022 年度（第 26 期）活動方針（案） 賛成 126   反対 ０ 
  第 4 号議案 2022 年度（第 26 期）予算書（案）  賛成 126   反対 ０ 
  第 5 号議案 世話人の信任            賛成 126   反対 ０ 
 
  第 1 号議案から第 5 号議案すべてが賛成多数でご承認をいただきました。ご協力あり

がとうございました。 
  尚、本日 20 日付けで A48 宇佐美静子さんが世話人を退任されましたのでご報告する 

とともにご承認頂きますようお願いいたします。 
また、総会の会場開催を書面審議に変更通知の際、文言に不明確な表現があり一部の方 
にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 
 

ご意見・お問い合わせ・ご提案は以下の通りです。また、多くの会員の方から役員、世話人
に対する激励感謝のお言葉を頂きました。ご意見、お問い合わせ、ご提案につきましては世
話人会で検討させていただきます。 
 
管理に関するご意見 
① TK 社時代に解決していない問題はあるが FR 社の対応を見守りたい。 



② 新管理会社 FR 社との１年間の経過説明と地権者との会議をお願いしたい。 
事務局註 世話人会で討議します。 

③ 水道工事（積立金）は約４５件が未納。金額にして１２０万円以上。FR 社が考えるこ
とかもしれないが対策は必要でしょうか。 
事務局註  

4 月以降も本年度積立金納付は続いており、8 月中旬までに 350 件ほど入金したとの 
ことゆえ、未納者は 30 件前後とみられます。 また、昨年度までの積立金口座残高 
も蓼科観光より FR 社に移譲・送金ありましたので、現時点での本年度積立金口座残 
高は 1000 万円超となっている筈です。 

今更ですが管理費や水道積立金には消費税が本来掛かるのか。調べた範囲ではマンショ 
ン管理費は居住用の場合非課税のようである。 

事務局註 調査します。 
④ 管理会社の事業譲渡が行われ、これまでの不透明な体質のち風通しの良い別荘地管理を

目指していただけるよう願っている。別荘地活性化により更に価値のある別荘地を会員、
管理会社でともに築いていけると良い。 

⑤ FR 社は真剣に美濃戸のレベルアップに取り組んでくれているようです。森の環境改善、
営業拡大ともに期待する。 

⑥ 濱田法律事務所からの督促書の件がずっと気になっている。早期の解決を祈る。 
事務局註 同封書「蓼科観光株管理費差額督促書に関する連絡会反論後の動向」を参照 

ください。予断を許しませんが現状先方からの申し入れはありません。 
⑦ 旧管理会社との管理費については今までの主張を通し成果につなげて欲しい。 

事務局註 ⑥項同様です。 
⑧ 快適な別荘地でありたい。 
⑨ FR 社と連絡会が共同で住民参加できる親睦のイベントを年に 1～2 回開催を願う。 

事務局註 本年 2 月吉日付け FR 社事業計画の中に「これからの美濃戸高原フォレスト 
リゾート」として、オーナーの皆様に楽しんでいただけるイベント開催を計画・・・
とありますので期待したいと思います。 

⑩ NK 地区道路は大雨などで荒れたり、低い宅地へ雨水が流れ込んだりするので道路整備
と排水口の整備を切にお願いしたい。 

⑪ 登山者の路駐について。多分一旦は駐車場まで上がって満車で降りてきて駐車している
のでは。（殆ど下向き駐車）どうせ駐車されるなら 1,000 円くらいで有料にしたら如何
か。 

⑫ 美濃戸池の周囲の伐採あとに広葉樹を植えて欲しい。 
⑬ 別荘地価値向上のためご尽力願う。 

事務局註 ⑩⑪⑫⑬ 世話人会で討議確認の上 FR 社に伝えます。 
 



名称について 
① いつまた管理会社が変更になるか分からないので「・・・別荘地区」或いは「連絡会」

のままで良い。 
② 連絡会名称は慣れ親しんでおり変更しなくて良い。 
③ 「美濃戸」という名称は地元だけでなく登山客にも定着しており外すべきではない。又

地元の病院、農協、会社、ガソリンスタンド等と地権者両者で活用認識があるような名
称が良いのではないか。 
「・・・別荘地」より「リゾート」を取り込んだ方がスマートである。 

④ 「みのとこもれびの森の会」「こもれびの森の会」は如何か。 
⑤ 連絡会名称は今までの通りで良い。「美濃戸別荘地連絡会」 
⑥ 会の名称はそのままで良い。TK 社時代から交渉中なので変更は混乱する。「統一教会」

の名称変更のニュースがあるように分かりにくくなることに反対である。同じ理由で
「枯れ木感謝祭」も何の目的か分かり易いので名称変更に反対である。スマートで現代
的な名称でも分かりにくいのは反対である。 
事務局註 ①～⑥ 秋の世話人会で討議します。 

 
その他 
① FR 社の説明会時は多くの人が集まった。連絡会ももう一工夫あっても良いのではない

か。人は「何があるのか」で集まる。会計報告等は省略し、後で個々に報告書に目を通
してもらえれば良い。 
事務局註 FR 社の動向を見守りつつ連絡会の在り方も変わっても良いのではないかと 

いう方向性を持っております。その中で総会の在り方も考えていきたいと考えていま 
す。 

② 別荘はゆっくりするところなのに会長はじめ世話役の方々には頭が下がります。 
③ 長らく体調不調で名ばかりの世話人であることに気を揉んでいる。いつも諸資料を配布

して頂き事務局には感謝いっぱいです。 
④ 入会時はお世話になりました。情報を頂いてからは安心しております。 
⑤ 入会時は丁寧な対応に感謝。情報を共有出来て不安が解消です。 
⑥ 交渉の詳細をお知らせ頂き感謝。 
⑦ 会報４８号楽しく読みました。西村社長の「念ずれば花開く」は詩人坂村真民さんの詩

ですが坂村さんのビデオを所有しているので VHS から DVD に出来るのであればお貸
しします。西村社長にお伝えください。 
事務局註 西村社長に伝えます。 

⑧ FR 社若き社長の意気込みを拝聴し応援する。カーボンニュートラルの見地からも過剰
伐採は多少不便があってもすべきではないと思う。 
事務局註 カーボンニュートラルには伐採だけでなく植林が重要です。美濃戸の場合正 



に森林管理になりますので別荘地の在り方を含めて FR 社の考え方を確認していきた 
いと思います。 

⑨ 今は別荘というよりホテル滞在の方が手軽等別荘離れがあると聞いている。一方食糧難
などになるという話しもあって地方に移住したいと希望している人も潜在的に多いよ
うに思う。美濃戸の情報について入手しようと思うとあまり手に入らないのが残念であ
るがそれはそれでひっそり静かに住民が自然を満喫するということなのかなと勝手に
理解している。でも人を集客したいのであれば移住してみたいというブランディングが
必要と思う。こんないいメリットがあるということを何らかの形で PR 出来ると良いの
ではないか。 
事務局註 別荘地活性化のために集客は最重要課題です。FR 社がこの課題にどのよう 

に取り組むのか注視していきます。 
⑩ 新しい管理会社の社名に「リゾート」と表記されていることが気にかかる。1980 年代後

半～92 年頃の「リゾート開発地」に向かうということなのか。多額の資金があるとは思
えない。 

⑪ ややこしい問題を良く調整して頂き感謝です。皆様の活動に必要な費用について現在の
会費で良いか検討してほしい。 
事務局註 ご心配ありがとうございます。経費のコストダウン化により現状会費で十分 

足りております。 
⑫ 活動方針等宜しくお願いする。 
⑬ 不穏な空気に覆われている地球であるが特にこの美濃戸は平和で穏やかな地でありた

い。 
⑭ 美濃戸は大好きな土地、これからも栄えていきたい。 
⑮ 新旧管理会社との交渉詳細に渡り感謝。 
⑯ 水道設備費を支払うことに驚いている、立木がいつの間にか切られたり、境界線が動い

ていたり土地を購入してから 50 年会社から請求書がくれば支払うだけ。土地を売りた
いと言えば返上せよとの事。8 月 7 日の総会には出席し過去の不明点を解明するつもり
であった。 
事務局註 新管理会社の FR 社は前向きであり前管理会社とは全く異なると感じてい 

ます。美濃戸に来られたら是非管理事務所をお訪ね頂きご確認頂きたいと思います。 
                            （以上） 



2022.08.22 
美濃戸高原別荘地連絡会 会員各位 

 美濃戸高原別荘地連絡会 会長 中村敏昭 
 

総会報告事項のその後の経過お知らせ 
  
１．2021 年度水道積立金の残高確認交渉 
 

蓼科観光の 2021 年度上記関連内容は、代理人伊東税理士から 7 月 1 日にやっと連

絡会あて提示がありましたが、蓼科観光－伊東税理士間の情報錯誤による内容ミスが

多く、１か月に及ぶ反論交渉の結果、下記の内容で落着となりました。 
   ＜妥結結果＞ 

１．蓼科観光からフォレストリゾート社への水道施設大規模修繕工事の 
積立金移譲額（税込み）・・・ ／ 500,000 円 

２．2022 年度分先払い地権者分（1 件）／  27,500 円   計 527,500 円 
 
「交渉経緯」 
＜水道施設大規模修繕工事（5）工事費＞ 
３．    同上        ・・・9,627,095 円(税込み)・・承認済み 
＜蓼科観光錯誤により提示された追加工事内容＞ 
４．積立金充当として・仮設工事・・・・・598,290 円（税込） 

・道路舗装工事・・1,103,960 円（税込） 
計       1,702,250 円（税込）・・基本は拒否 

 
   ＜その他の内容＞ 
   ５．積立金入金額(393 オーナー請求額 10,807,500 円に対し、363 オーナー分の 

入金)・・・・・・・・・・・ 9,945,849 円（税込） 
 
   ６．蓼科観光が補填すべき積立金不足金額・・▲861,651 円（税込） 
 
   ※上記３.～６．に関する数値のうち、蓼科観光は積立金充当工事分として、３.及     

    び４.の費用を工事会社見積書を付けて提示してきました。また、５．の積立金収 

入は収支内訳書、ゆうちょ通帳写しを付けて通知がありましたが、６．の（不足 30

オーナー分）金額に関しては入金補填がありませんでした。 

連絡会では、2017 年に締結した工事覚書の規約（工事に際して事前見積書の提示 

及び双方了解の下の工事着手すること）、また、2021 年 4 月社長面談交渉で拒否を 



した「仮設工事」採用を盾に、４については覚書等違反であることから積立金充当 

工事とは認めず、蓼科観光独自負担のものとして拒否をするとともに６．の積立金 

補填がないのも覚書違反として糾弾しました。 

先方の論理は、積立金入金額を遥かに上回る３．４．合計金額 11,329,345 円を工 
事投入した故、６．の補てん金額を差し引いても積立金残額は▲521，845 円とな 
り、実質的に移譲できる金額は無いとの主張でした。 

   ※その他にも蓼科観光から間違った提示がありましたが、伊東税理士に論理的主張

と覚書、社長面談時の議事録等を提示し連絡会主張を固める一方で、会社清算手

続きが進む蓼科観光との早期決着を図ることにしました。 

     その結果、蓼科観光が負担した（仮設工事を除く）追加工事費の一部を負担し、

また、積立金不足額補填も一部譲歩した下記内容を伊東税理士に提示したところ、 

     蓼科観光が折れて承諾する旨の返答を 8 月 2 日に得ました。経過情報を入れて

いたフォレストリゾート社西村社長にはすぐ報告を入れ、5 日には蓼科観光から

の入金確認が取れました。 

伊東税理士、蓼科観光との交渉及び決着について、ご了解をお願いいたします。      

   ＜現実的提案Ⅱ＞・・→妥結内容 
        収入： 過年度繰越                      9,333 円 
      “   2021/2022 年銀行利息                        37 円 
     “    2021 年度積立金請求額 x97%         10,483,275 円 (税込) 
     支出   第一期工事(5)工事代金                 9,627,095 円（税込） 
               アスファルト舗装工事費 x30%            331,188 円（税込） 
              差額 534,362 円≒500,000 円をフォレスト R 社に移転 
   （註：毎年の例では積立金請求は平均 97％ほどしか納付されず 3％内外は未収と

なることを勘案、また後付けながら、アスファルト工事費税込 1,103,960 円

の 3 割を積立金充当とすることを認めることにしたい）   
          

 

２．管理費差額督促書に関する連絡会反論後の動向 
 去る 4 月 26 日付けで「蓼科観光(株)に対する未払金の督促書」が蓼科観光

代理人濱田広道法律事務所から連絡会主要会員あてに郵送されました。訴訟

も辞さないとの内容でしたが、連絡会はその督促書及び内容が不当であり、

何らオーナー側には債務が無いことを 5 項目の理由を挙げて反論し、そして、

早期決着を目指すために会って話し合うことを提示いたしました。その結果、

先方からは蓼科観光の事業譲渡処理を終えた後に連絡を入れる旨の返答が 5
月 17 日に入り、そのことは皆様にご報告いたしましたが、その後は全く連絡

が無い状況になっています。 



先方からの連絡後に既に 3 か月が経過しており、予断は許しませんが連絡会

側の反論主張に抗する術を失くしているものと考えております。 
（以上） 


